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高齢者や障がいのあるかたなども含めた、あらゆる人たちが社
会活動に参加し、自立した生活を営むことができるための施策
が求められています。
　これまでのバリアフリー化の取り組みを拡充し、より一体的・
総合的なバリアフリー施策を推進するため、平成18年12月20日
からバリアフリー法が施行されることになりました。
　ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたハード・ソフト両
面の施策を充実させ、すべての人が暮らしやすい社会の実現を
目指すことを目的としたものです。
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東
側
改
札
と
上
下
線
ホ
ー
ム
を
結

ぶ
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
設
置

さ
れ
て
い
ま
す
。上
り
ホ
ー
ム
に
多

機
能
ト
イ
レ（
オ
ス
ト
メ
イ
ト
対
応

や
ベ
ビ
ー
シ
ー
ト
）が
設
置
さ
れ
て

い
ま
す
。 

　
　

地
下
改
札
口
に
、幅
九
十
㎝
の
幅

広
改
札
機
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
ら
の
設
備
は
平
成
二
十
年
四
月

一
日
よ
り
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。 

　
　

ま
た
、
コ
ン
コ
ー
ス
や
プ
ラ
ッ
ト

ホ
ー
ム
に
設
置
し
て
い
る
運
行
情
報

提
供
設
備
を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
対
応
に
更
新
し
、

見
や
す
い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
ま
す
。
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毎
年
一
台
ず
つ
ノ
ン
ス
テ
ッ
プ
バ

ス
を
導
入
し
て
お
り
、
現
在
の
ノ
ン

ス
テ
ッ
プ
化
率
は　

％
と
な
っ
て
い

40

ま
す
。

　

視
覚
障
が
い
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
の
上
に
物
を
置
い

た
り
、
自
転
車
を
駐
輪
す
る
と
目
の
不
自
由
な
か
た
が
利

用
で
き
な
く
な
り
、
ま
た
、
歩
行
者
の
通
行
の
妨
げ
に
も

な
り
ま
す
の
で
や
め
ま
し
ょ
う
。

　

最
近
で
は
、
市
役
所
西
側
バ
ス
停
の
北
側
に
体
の
不
自

由
な
か
た
が
乗
り
降
り
す
る
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
を
設
置

し
ま
し
た
。
周
囲
の
通
行
車
両
等
に
注
意
し
て
安
全
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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待
ち
時
間
お
よ
び
青
時
間
の
残
り
時
間
を
表
示

す
る
経
過
時
間
表
示
機
能
付
き
歩
行
者
用
灯
器

等
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
対
応
型
信
号
機
の
整
備
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

高
齢
者
、
障
が
い
の
あ
る
か
た
な
ど
が
道

路
を
安
全
に
横
断
で
き
る
よ
う
に
、
音
響
に

よ
り
信
号
表
示
の
状
況
を
知
ら
せ
る
音
響

式
信
号
機
、
信
号
表
示
面
に
青
時
間
ま
で
の
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公
共
性
の
高
い
官
公
庁
施
設
・
福
祉

施
設
な
ど
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
、
順

次
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

主
に
ト
イ
レ
の
改
善
や
視
覚
障
が
い

者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
の
設
置
を
行
い
、

す
べ
て
の
か
た
が
利
用
し
や
す
い
施
設

と
な
る
よ
う
、
努
め
て
い
ま
す
。
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高
齢
者
や
障
が
い
の
あ
る
か
た
、子
ど
も
連
れ

等
に
配
慮
し
た
多
機
能
ト
イ
レ（
ベ
ビ
ー
シ
ー
ト

な
ど
）に
建
て
替
え
、本
年
三
月
二
十
三
日
か
ら

ご
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

す
べ
て
の
か
た
が
快
適
に
ご
利
用
い
た
だ
け

る
よ
う
、皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

芦
屋
公
園
で
は
、出
入
口
か
ら
ト
イ
レ
ま

で
の
経
路
の
改
善（
有
効
幅
員
の
拡
幅
・
段
差

解
消
）を
行
い
ま
し
た
。
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